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地方税財源の確保・充実等に関する提言（抜粋） 

 

平 成 25 年  7 月 9 日 

全 国 知 事 会 

（地方税財政常任委員会） 

Ⅱ 税制抜本改革の推進等 

１ 社会保障と税の一体改革 

（５）地方法人特別税の抜本的な見直し 

地方法人特別税は、あくまで暫定的な措置として導入されたものであり、税

制抜本改革による地方消費税の引上げ等により、地域間の偏在性が小さく安定

性の高い地方税体系の確立を図るとともに、それに対応して、その廃止等を図

ることを基本として検討すべきである。 

（６）税源の偏在性の是正 

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見

直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきである。 

地方消費税は地方法人課税などと比べ地域間の税収の偏在性が比較的小さ

い税ではあるものの、一人当たり税収で最大２倍の格差が存在していること、

さらに、不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増収

が生じる一方、交付団体については、これらが地方交付税の振替である臨時財

政対策債の減尐により相殺されることになる結果、不交付団体と交付団体の間

の財政力格差がさらに拡大するといった課題が生ずる。そのため、今後も地方

分権改革を進め、地方税源の更なる充実を実現していくためには、税源の偏在

是正策を講じることが必要不可欠である。 

このため、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を図る観点から、

まずは、偏在性が小さく税収が安定的な消費税と偏在性が大きく税収が景気に

左右されやすい地方法人課税との税源交換などについて検討すべきである。 

さらに、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する地方共通の財源を確保

するための地方共同税や、地域間の財政力格差に対処するため、地方交付税の

機能強化を図る地方共有税（地方交付税の特会直入化など）などについても、

今後、検討すべきである。 
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Ⅳ 課税自主権の活用等 

１ 課税自主権の積極的な活用 

課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方財

政事情を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積極

的な活用が求められる。 

地方分権改革を進めていく上で、自治体運営の自由度をより一層高めていく必要

があり、地域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫を活かすためにも、住

民の理解を得ながら、課税自主権のさらなる活用、拡充に取り組むべきである｡ 

他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方

を通じ主要な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方

の社会保障財源など歳出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する

必要がある。 

２ 課税自主権の拡大をはじめとする地方の自由度の拡大に向けた検討 

神奈川県臨時特例企業税条例を違法・無効とした平成 25 年３月の最高裁判決は、

地方の課税自主権があまりに狭い範囲に止まっていることを示したものである。現

在の法律では、地方分権の推進や課税自主権の積極的な活用を図ることが困難と言

わざるを得ない。 

この判決の補足意見では、地方団体が法定外税を創設することの困難性が示され、

「国政レベルにおける立法推進に努めるほかない」と指摘されたことを踏まえ、地

方の課税自主権の拡大を制度的に保障するため、関係法令の見直しの検討を進める

べきである。 

 その観点からも、平成 24年度税制改正において導入された「地域決定型地方税制

特例措置」については、地方の自主性を尊重するため、地域の実情に応じて適用の

拡大を図る方向で検討することが適当である。 

 


